
第３次稚内市総合計画　施策実施状況調査　　

０１　市民に開かれたまちづくり

　　０４　計画行政の推進

　　　　０４　職員の政策形成能力の向上 

（％） ベース 評価 評価内容 

１０　職員研修の充実
　　　　　　　（秘書人事課） 

4 70% 3 2 2 ･現在は、稚内市職員研修規程のもと、基本研修・ 
専門研修等を実施しているが、研修復命書からは 
受講者の一定の成果を見て取れる。研修は、受講 
後の自己管理及び研鑽や職場のフォローなどで 
時間を経て効果の見えてくるものと、接遇研修など 
のように直ちに効果を現すものがある。 

・研修効果は期待できるものであると同時に様々な視点から欠くこ 
とのできないものであるが、受講生の取り組み方や職場の対応など 
基本姿勢を再考しなければならない場面もある。このたび、「人材 
育成基本方針」の施行に伴い研修規程の改正も含め、研修種別 
や単位制の導入など、来るべき人事考課や構造改革、社会環境 
の変化に対応できるメニューにするべく改定に着手している。「研 
修基本方針（仮称）」のもと２０年度は現行との併用のうえ、それぞ 
れを反映させるプロセスを構築し、２１年度から具体的な実施とした 
い。 

２０　自主研究活動への支援
　　　　　　　（秘書人事課） 

5 50% 3 4 4 ・従来、自主研修については主として「サークル」的 
な活動について支援をしてきた。個人としては「通 
信教育」への支援も行ってきた。 

・現在、団体における活動は、登録の半数の活動に限られる。ま 
た、個人では、あくまでも目的を自己啓発に主眼をおくものと捉え 
ると、公費負担の自主研修としては終了し、別の視点（たとえば福 
利厚生会の助成制度設立）での検討をすべきである。 

３０　資格取得制度の充実
　　　　　　　（秘書人事課） 

1 0% 1 4 4 ・現在、制度として確立していない。それぞれ所管 
する業務などから職場において対応するか、自費 
にて取得しているのが実態である。 

・個人資格、業務上の資格、スキルアップを図るための資格などの 
線引きが難しい。自主研修の奨励とともに、公費とは別の視点（た 
とえば福利厚生会の助成制度設立）での検討が必要である。 
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* *　合理的人事管理の推進
　　　　　　　（秘書人事課） 

4 80% 3 1 2 ・組織の改革に着手し、大部・大課制度の導入とと 
もに１９年度よりグループ制を導入した。また、総人 
件費の削減の観点と合理化・効率化を図り職員の 
削減を実施してきた。その結果として、国において 
示されている数値を「集中改革プラン」においては 
上回る削減率を達成できる予定である。 

・平成１８年６月２日公布施行の「簡素で効率的な政府を実現する 
ための行政改革の推進に関する法律」に規定される定員の純減、 
１８年７月閣議決定された今後５年間の定員純減（△5.7％）を達成 
するとともに、人口比率や都市形態における本市の職員数の定着 
を図るため、現在「定員適正化計画」を年度内に策定し、その指針 
の基に計画を実施していく。併せて時宜に応じた組織の検討は必 
須なことから継続の必要がある。また、組織の効率的な運用と人事 
管理の適正化を図るための「人事考課制度」を定着させる必要が 
ある。 

４０　福利厚生事業の拡充
　　　　　　　（秘書人事課） 

4 100% 1 4 1 ・従来から懸案事項であった「交付金」の使途を明 
確にするため、交付金を主材源とした「厚生事業 
会計」と互助共助のための「福利事業会計」とに区 
分し透明化を図った。 
・地方公務員法で定められる事業主がなすべき厚 
生事業の代行と職員の親睦、健康維持、互助活動 
の充実を図る体制が構築された。 
・事務局も行政とは完全に独立し、運営することに 
より、更に透明性を確保できた。 

・会員数（職員数）の減少などから福利厚生会の運営も財政的に 
は厳しいものがあるが、昨今の社会情勢を反映した健康事業重視 
型に各自治体も移行しつつある。本市も例外ではなく財源に厳し 
さはあるが、より職員間の理解のもと、福利厚生事業の充実を熟慮 
しなければならない。 
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